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こぶし園における苦情解決の仕組み・要綱 

 

（目的） 

第１条 社会福祉法人大門福祉会（以下「法人」という。）が設置する特別養護老人ホームこ

ぶし園、こぶし園デイサービスセンター、射水市大門在宅介護支援センター、大門・大島地

域包括支援センター（以下「こぶし園」という。）は、苦情への適切な対応により、福祉サ

ービスに対する利用者の満足感を高めることや早急な虐待防止対策が講じられ、利用者個

人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用することができるよう

に支援することを目的とする。 

２ 苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進める

ため、こぶし園に苦情解決体制を整備し、円滑・円満な解決の促進や、事業者の信頼や適正

性の確保を図ることを目的とする。 

３ 苦情解決に社会性や客観性を確保するため、外部の第三者委員を置き、利用者の立場や特

性に配慮した適切な対応を推進する。 

 

（苦情解決責任者） 

第２条 苦情解決責任者は、施設長とする。 

２ 苦情解決責任者の職務は下記のとおりとする。 

（１）利用者に対して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や

苦情解決の仕組みについて周知する。 

（２）苦情申し出人との話し合いによる解決に努める。その際、必要に応じて第三者委員の

助言及び立会いを求めることができる。 

（３）苦情申し出人に改善を約束した事項及び苦情解決結果について、苦情申し出人及び第

三者委員に対して、一定期間経過後報告する。  

（４）当事者同士での解決が困難な場合や訴訟にまで発展しそうな事案については、法人の

契約する保険会社やその他、必要に応じて弁護士等にも相談し、苦情申し出人と早期に

円満解決できるように最善を尽くす。 

（５）利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図るた

め個人情報に関するものを除き「広報誌」等に苦情解決実績を掲載する。  

 

（苦情受付担当者） 

第３条 苦情受付担当者は、次の各号の職員とする。 

（１）特別養護老人ホームこぶし園なでしこの庭・短期入所生活介護事業所 

・管理職、指導職、生活相談員、介護支援専門員等 

（２）特別養護老人ホームこぶし園ひいらぎの杜 

・管理職、指導職、生活相談員、介護支援専門員等 

（３）こぶし園デイサービスセンター 

・管理職、指導職、生活相談員等 

（４）射水市大門在宅介護支援センター訪問介護事業所 

・サービス提供責任者 

（５）射水市大門在宅介護支援センター居宅介護支援事業所 
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・管理者 

（６）大門・大島地域包括支援センター 

・管理者 

（７）各事業所の苦情受付担当者の内、１名を苦情受付責任者とする。 

２ 苦情受付担当者の職務は、苦情受付から解決・改善までの対応を行い、その経過、結果に

いて書面に下記のとおり記録するものとする。 

（１）利用者（その家族）からの苦情は随時受け付けを行う。 

（２）苦情内容、利用者（その家族）の意向等の確認と記録を行い、その内容については

、苦情申し出人に確認する。 

（３）利用者からの苦情受付に際し、ア～カの手順で受け付けた苦情及びその改善状況等

の苦情解決責任者への報告を行う。 

ア．苦情の内容について 

イ．苦情申し出人の希望等 

ウ．第三者委員への報告の要否 

エ．苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立会いの要否  

オ．ウ及びエが不要と苦情申し出人が申し立てた場合は、苦情申し出人と苦情解決責

任者の話し合いによる解決を図ることとなるため、その旨を苦情解決責任者に報告

する。 

カ．投書など匿名の事情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。  

（４）各事業所の苦情受付担当者は、各事業所別に受付けた苦情の内容、解決までの経  

過、再発防止策などについて検討し、月毎に台帳入力し、記録し、保管する。 

 

（第三者委員） 

第４条 法人では第三者委員を２名置く。 

２ 第三者委員の職務は以下のとおりとする。 

（１）苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取を行う。 

（２）苦情内容の報告を受けた旨の苦情申し出人への通知を行う。 

（３）利用者からの苦情の直接受付も行う。 

（４）苦情申し出人への助言を行う。 

（５）こぶし園への助言を行う。 

（６）苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い助言を行う。 

ア．苦情内容を確認する。 

イ．解決案の調整、助言を行う。 

ウ．話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認を行う。 

（７）苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取を行う。 

（８）日常的な状況把握と意見聴取を行う。 

３ 第三者委員の選任及び任期 

（１）第三者委員は理事長が選任し、理事会の承認を得て委嘱する。  

（２）第三者委員の任期は２年とし、再任を妨げない。但し、補欠委員の任期は前任者の残

任期間とする。 
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（３）第三者委員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任

するまでは、なお第三者委員としての権利義務を有する。 

（４）第三者委員は、の任期は平成１２年1２月１日から平成１５年４月３０日までとする。 

 

（苦情解決に関する業務の流れ） 

第５条 苦情解決に関する業務の流れは、苦情の受付時から、苦情解決のフローチャートを別

に定め、その手順に沿って話し合いを進め、苦情申出人と早期に、円満に解決できるように

最善を尽くす。 

 

（苦情処理委員会の設置） 

第６条 こぶし園に苦情処理委員会を設置する。 

２ 苦情処理委員会のメンバーは、苦情解決責任者、苦情受付責任者、苦情受付担当者、第三

者委員、リスクマネジャー、その他関係委員会の委員長等で組織する。 

３ 苦情処理委員会は、年に４回以上開催し、こぶし園に寄せられた苦情内容を把握し、解決

処理が適正であったか、再発防止策についても検討し、助言する。  

４ 受付けた苦情の解決が困難な場合は、緊急に苦情処理委員会を開催し、メンバーを召集し

解決方法などを協議する。 

５ 委員会を開催した場合は、その協議内容を記録し、保管する。 

６ 委員会が中心となり、｢広報誌｣等に実績を掲載、公表し、利用者によるサービスの選択や

事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図るものとする。  

 

 

附則 

この苦情解決の仕組み・要綱は、平成１２年１２月１日から施行してきた、社会福祉法人大門

福祉会・苦情解決の仕組みから移行し、平成２４年５月１日から施行する。 

 

附則 

この規程は平成３０年４月１日から施行する。 

 

附則 

この規程は令和５年４月１日から施行する。 

 


